
令和６ 年度

君津市中小企業資金融資のご案内

君津市経済環境部　経済振興課



区   　 　 　 　 分 資本金又は出資金 令和５ 年度

製造業等（ 鉱業を含む） ３ 億円以下 ３ ０ ０ 人以下（ 小規模企業者２ ０ 人以下）

旅 行 業 ３ 億円以下 ３ ０ ０ 　 〃　 （       〃　 　     ２ ０ 　 〃　 ）

卸 売 業 １ 億円以下 １ ０ ０ 　 〃　 （       〃　 　     　 ５ 　 〃   ）

サ - ビ ス 業 ５ ， ０ ０ ０ 万円以下 １ ０ ０ 　 〃   （       〃　  　 　 　 ５ 　 〃   ）

小 売 業 ５ ， ０ ０ ０ 万円以下 　 ５ ０ 　 〃   （       〃　  　 　 　 ５ 　 〃   ）

※中小企業者のう ち、 ゴム製品製造業、 ソ フ ト ウ ェ ア業・ 情報処理サービ ス 業、 旅館業については、

　 要件が異なり ま す。

区   　 　 　 　 分 常時使用する 従業員

小 売 業 ５ ０ 人以下

卸売業・ サービ ス 業 　 　 １ ０ ０ 　 〃

そ の 他 の 業 種 　 　 ３ ０ ０ 　 〃

1 .産業競争力強化法第２ 条第２ ９ 項に規定する 創業者のう ち、 新たに市内で事業を開始し よ う と

 する も の又は事業を開始し て１ 年を経過し ていない個人。

　 ※法人の場合は、 設立の日以後の期間が１ 年を経過し ていないこ と 。

  ☆特別小口資金

1 .事業所が市内にあり 、 １ 年以上同一事業を営み、 市税の滞納のない小規模企業者。

  ☆緊急時経営安定資金

3 .中小企業信用保険法第2 条第5 項各号ま たは同法第２ 条第６ 項に基づく 市の認定を受けた者。

2 .連帯保証人のある 方。 ただし 、 保証協会が認めた場合は、 こ の限り ではない。

 備えた方で、 事業主又は代表者と する 。

  ☆創業資金

２ .市税の滞納のないも の。

３ .連帯保証人のある 方。 ただし 、 保証協会が認めた場合は、 こ の限り ではない。

  ☆連帯保証人の要件は…

 千葉県内に１ 年以上引き 続き 居住し 、 独立の生計を営み、 市町村税の滞納がなく 保証能力を

1 .事業所が市内にあり 、 市税の滞納のない中小企業者・ 小規模企業者。

2 .連帯保証人のある 方。 ただし 、 保証協会が認めた場合は、 こ の限り ではない。

　 ★平成２ ７ 年１ ０ 月１ 日よ り Ｎ Ｐ Ｏ 法人も 利用でき る よ う になり ま し た★

≪中小企業資金融資及び利子補給制度の対象≫

（ 事業資金・ 創業資金・ 特別小口資金・ 緊急時経営安定資金）

　 ◆中小企業者・ 小規模企業者と は

  ☆事業資金

1 .事業所が市内にあり 、 １ 年以上同一事業を営み、 市税の滞納のない中小企業者・ 小規模企業者。



◎君津市中小企業資金融資及び利子補給

１ ０ 年以内

（ 1 年据置可）

　 5 年以内

（ 1 年据置可）

１ ０ 年以内

（ 1 年据置可）

　 5 年以内

（ 1 年据置可）

　 5 年以内

（ 1 年据置可）

　 5 年以内

（ 1 年据置可）

　 7 年以内

（ 1 年据置可）

　 7 年以内

（ 1 年据置可）

（ 注） 1    事業資金の設備資金と 運転資金の併用貸付限度額は、 3 ,0 0 0 万円、

               創業資金の設備資金と 運転資金の併用貸付限度額は、 1 ,5 0 0 万円、

               特別小口資金の設備資金と 運転資金の併用貸付限度額は、 1 ,0 0 0 万円。

               緊急時経営安定資金の設備資金と 運転資金の併用貸付限度額は、 1 ,0 0 0 万円。

        　     特別小口資金と 他の資金の併用貸付は受けら れま せん。

　      ２ 　  既に受けている 融資資金と 同一資金の追加融資を受ける 場合は、 既に受けている

　 　 　 　   融資資金の残高と 追加融資額の合計額が融資限度額内でなければなり ま せん。

　      ３ 　   市内に事業所がある 法人又は個人の方で、 事業の経営上必要と さ れる 設備・ 運転資金に限り ま す。

       　     ま た、 市外転出し た事業所は市の制度融資は対象になり ま せん。

              融資残額の一括返済と なり ま すのでご注意く ださ い。

   　   ４ 　  早期完済をし た場合は、  市へ完済届を忘れずに提出し てく ださ い。

               市から 信用保証料の補助を受けている 方は、 信用保証料の返還が必要と なり ま す。

               その際は、 信用保証料の返戻額について、 市から 保証協会へ照会さ せて

               いただき ま すので、 ご承知おき く ださ い。

        ５     返済条件の変更や事業所の移転、 代表者等の変更があった場合は、 速やかに市へ変更届を

連帯保証人
　 原則と し て
　 個人　 不要
　 法人　 代表者
※保証協会の取
扱いに準ずる

担保
必要に応じ て

事業資金

元金均等
月賦償還

連帯保証人
　 原則と し て
　 個人　 不要
　 法人　 代表者
※保証協会の取
扱いに準ずる

担保
必要に応じ て

緊急時
経営安定資金

設 備 1 ,0 0 0 万円以内

運 転 1 ,0 0 0 万円以内

設 備 3 ,0 0 0 万円以内

運 転 1 ,5 0 0 万円以内

１ 年以内
１ .８ ％

３ 年以内
１ .９ ％

5 年以内
２ .０ ％

7 年以内
２ .２ ％

運 転 　 7 5 0 万円以内

創業資金

運 転 5 0 0 万円以内

1 年以内
2 .1 %

3 年以内
2 .2 %

5 年以内
2 .4 %

7 年以内
2 .7 ％

1 0 年以内
2 .9 %

 不     要
(法人の場合は
代表者)

償還方法融資利率
資金
使途

融資期間融資額

利子補給
年　 ２ .０ ％
ただし 、 セーフ
ティ ネッ ト 保証
4 号ま たは危機
関連保証の認定
を 受けた緊急時
経営安定資金に
ついては融資利
率と 同率を 補
助。

信用保証料
決定保証料率が
1 .3 5 % を 超えた
場合に、 その差
額分を 補助。

　 　 　 　 　 提出し てく ださ い。

資金名

設 備 1 ,5 0 0 万円以内

特別小口資金
(小規模企業者
のみ該当）

設 備 　 7 5 0 万円以内

利子補給等保証人及び担保



★融資対象と なら ない業種の一例

・ 農業、 林業、 漁業

・ 金融業、 保険業(保険媒介代理業、 保険サービス 業を 除く )

・ 土地売買業（ 建売・ 賃貸・ 管理業等を 除く ）

・ 娯楽業（ ス ポーツ 施設・ 公園を除く ）

・ 飲食業（ 食事を 主たる 目的と する も のを 除く ）

以上のほか、 信用保証協会において不適当と 認める 業種は融資対象になり ま せん

★申込先

下記の取扱金融機関で申込受付をし ていま す。

千葉銀行、 千葉興業銀行、 京葉銀行、 千葉信用金庫、 館山信用金庫、 君津信用組合

★融資制度のし く み

②申請書類提出

⑤融資決定

中小企業者

【 問合せ先】
君津市役所 経済環境部 経済振興課

電話０ ４ ３ ９ －５ ６ －１ ３ ８ ４

金融機関 君 津 市

千葉県信用保証
協会

①
申
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み

③
保
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依
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保
証
決
定

⑥
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実
行


